
地域再エネを最大限導入するための体制構築に向けた
令和3年度環境省予算事業について

2020年11月

環境省大臣官房環境計画課
地域循環共生圏推進室
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第五次環境基本計画の基本的方向性

６

１.ＳＤＧｓの考え方も活用し、環境・経済・社会の統合的向上を具体化。

○ 環境政策を契機に、あらゆる観点からイノベーションを創出
→経済、地域、国際などに関する諸課題の同時解決を図る。
→将来にわたって質の高い生活をもたらす「新たな成長」につなげていく。

２.地域資源を持続可能な形で最大限活用し、経済・社会活動をも向上。

○ 地方部の維持・発展にもフォーカス → 環境で地方を元気に！

３.より幅広い関係者と連携。

○ 幅広い関係者とのパートナーシップを充実・強化

本計画のアプローチ

１.「地域循環共生圏」の創造。

２.「世界の範となる日本」の確立。

※ ① 公害を克服してきた歴史
② 優れた環境技術
③「もったいない」など循環の精神や

自然と共生する伝統
を有する我が国だからこそできることがある。

３.これらを通じた、持続可能な循環共生型
の社会（「環境・生命文明社会」）の実現。

目指すべき社会の姿

○各地域がその特性を活かした強みを発揮
→地域資源を活かし、自立・分散型の社会を形成
→地域の特性に応じて補完し、支え合う

地域循環共生圏
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食料、燃料の地産地消化が重要
 地域循環共生圏の実現には低炭素・循環・自然共生の環境施策の実施が人口増加、雇用
創出と共に三位一体で長期的な視点から進められることが不可欠

 特に、中間山地域では、食料、燃料の地産地消化が重要



https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html

ゼロカーボンシティの拡大

https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html
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発電事業者
（地域資源の活用）

電力小売事業

太陽光発電

風力発電

地域新電力会社

電気の使用者

公共施設

家庭

工場等

電力供給

電気代

電力供給

地域の生活
支援サービス

電気代

地域に合った形に改良

営業利益

地域のための電力供給事業による様々な地域還元

新たな事業開発による

雇用創出と
税収増加

利益を財源とした

地域の生活支援
サービスの充実

エネルギー需給管理による

再エネ導入
可能量拡大

電気代の割引や災害時の電力供
給等による

魅力度向上

バイオマス発電

出典：E-konzal榎原氏

地域新電力（自治体新電力）



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

(３)地域再エネ事業の持続性向上のための
地域人材育成（ネットワーク構築、相互
学習等）

再エネの最大限導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業

事業イメージ

(1)間接補助(定額), (2)間接補助（定率）, (3)委託事業

新型コロナウイルス感染症による地域経済のダメージや気候変動に伴う災害の激甚化を踏まえ、地域経済の活性化・新
しい再エネビジネス等の創出・分散型社会の構築・災害時のエネルギー供給の確保につながる地域再エネの最大限の導
入を促進するため、地方公共団体による地域再エネ導入の目標設定や合意形成に関する戦略策定の支援を行うとともに、
官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援や持続性向上のための地域人材育成の支援を行う。

再エネの最大限の導入と地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域づくりを支援します。

【令和３年度要求額３,０３０百万円（新規）】

(1), (2)地方公共団体, (3)民間事業者・民間団体等
令和３年度～令和５年度

環境省大臣官房 環境計画課 電話：03-5521-8234、環境影響評価課 電話： 03-5521-8235

■委託、補助対象

地域に根ざした地域再エネ事業を推進するには、地方公共団体が地域関係者と連携
して、地域に合った再エネ設備の導入計画、地域住民との合意形成、生産した再エネ
消費先確保・再投資、持続的な地域再エネ事業の経営に関する課題を解決する必要が
あるため以下の事業を実施する。
（１）地域再エネ導入を計画的・段階的に進める戦略策定支援
①2050年を見据えた地域再エネ導入目標策定支援
②円滑な再エネ導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意形成支援
（２）官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援
地域再エネ導入目標に基づき再エネ導入促進エリア等において地域再エネ事業を実
施・運営するための官民連携で行う事業スキーム（電源調達～送配電～売電、需給
バランス調整等）の検討から体制構築（地域新電力等の設立、自治体関与）までを
支援

（３）地域再エネ事業の持続性向上のための地域人材育成（ネットワーク構築、相互
学習等）

地域再エネ事業の実施に必要な専門人材を育成し、官民でノウハウを蓄積するため
の地域人材のネットワーク構築や相互学習等を行う
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再エネの最大限導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業

【いつまでに】
１）① 2050年を見据えた地域再エネ導入目標の策定支援
○ 地域循環共生圏を構築するため、どの再エネを、どれくらい、どのように導入し、有効活用する
かについて、地域全体で合意された目標を定めるための調査検討や合意形成を支援

【どこで】
２）② 円滑な再エネ導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意形成支援
○地域が主導し、地域が裨益する円滑な再エネ導入が期待できるエリアである促進エリア設定
等に向けたゾーニング等の取組と、それに向けた調査検討や、地域住民等による合意形成等
を支援

【どのように、だれが】
3）官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援
○地域の脱炭素化と地域活性化に貢献し、地域エネルギー収支の改善に資する事業実施・
運営体制を構築するため、以下の業務について支援
・事業スキーム検討（例：再エネ調達方法（自社開発、地域内企業との協定締結による調達など）、
地域内での需要確保、収益の地域還元方法）
・事業性検討（例：事業の採算性評価、出資主体間の合意）
・事業体（地域新電力等）設立（例：需給管理、顧客管理体制の構築）
・専門人材確保（例：事業運営に必要な人材の専門分野の特定、雇用確保）



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

間接補助（定額）

① 2050年を見据えた地域再エネ導入目標の策定支援
中長期的に脱炭素化を図り持続可能でレジリエントな地域を実現し、地域循
環共生圏を構築するため、長期目標として2050年を見据えて、どの再エネ
を、どれくらい、どのように導入し、有効活用するかについて、地域全体で
合意された目標を定めるための調査検討や合意形成を支援する

② 円滑な再エネ導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意
形成支援
地域が主導し、地域が裨益する円滑な再エネ導入が期待できるエリアである
促進エリア設定等に向けたゾーニング等の取組と、それに向けた調査検討や、
地域住民等による合意形成等を支援する。

地方公共団体における2050年までの二酸化炭素削減目標を見据えて地域への再エネ導入のプランを明確にすることに
加えて、再エネ導入を促すエリアの設定に係る合意形成等を支援することで、地域再エネの最大限の導入を図る。

地域への再エネ導入目標の策定や再エネ導入促進エリアの設定における合意形成等を支援します。

地方公共団体

令和３年度～令和５年度（予定）

■補助対象

再エネの最大限導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業のうち、
１）地域再エネ導入を計画的・段階的に進める戦略策定支援

出典:長野県気候危機突破方針

環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話： 03-5521-8235
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

間接補助（定率）

地域再エネの地産地消とそこで得られた収益を地域再エネ電源の開発
等に還元することによって、地域の脱炭素化と地域活性化に貢献し、地
域エネルギー収支の改善に資する事業実施・運営体制を構築するため、
以下の業務について支援を行う。
・事業スキーム検討（例：再エネ調達方法（自社開発、地域内企業との
協定締結による調達など）、地域内での需要確保、収益の地域還元方
法）

・事業性検討（例：事業の採算性評価、出資主体間の合意）
・事業体（地域新電力等）設立（例：需給管理、顧客管理体制の構築）
・専門人材確保（例：事業運営に必要な人材の専門分野の特定、雇用確
保）

地方公共団体、地域金融機関、地元企業、市民等の地域のステークホルダーが参画・関与して、地域雇用による内発的
な再エネ開発により、「地域の稼ぎ」を生み出し、さらにその稼ぎを再エネに再投資する持続的な事業実施・運営する
ための体制構築（事業スキーム、事業性等に係る検討、事業体（地域新電力等）の設立及び専門人材確保を含む。）を
支援する。

地域の内発的な再エネ導入事業を持続的に行うための実施・運営体制の構築を支援します。

地方公共団体

令和３年度～令和５年度

■補助対象

再エネの最大限導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業のうち、
２）官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援

環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話： 03-5521-8235

事業イメージ

事業体設立
（地域新電力等） 域内再エネ

市民地域
金融機関 地元企業地方

公共団体

参画・関与
（出資等）

事業スキーム検討
（再エネ調達、収益還元）

事業性検討
（事業採算性、合意形成）

域内需要家

専門人材確保

電力供給

再エネ
開発等

料金

電力供給

地産地消

地域への還元
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

委託

・地域再エネ事業の持続的な実施に必要な地域中核人材等に対し、他地域の中核人
材とのネットワーク構築や相互学習をサポートする。
（例：実際の再エネ電源開発の合意形成等に係るノウハウの継承・蓄積、需給予

測、VPPなどAI・IT技術を応用した事業性強化のための研修の実施、同じ
地域課題を抱える地域人材のネットワーク構築・相互学習）

・地域再エネ導入目標、ゾーニング等の合意形成、地域再エネ事業の実施・運営体
制構築に係る事例をガイド等として取りまとめ、他地域での展開を図る。

・地域への再エネ導入の主体となる地域新電力等が事業の実施に必要とする地域中核人材等に対し、他地域の中核人材
とのネットワーク構築や相互学習をサポートすることで、効果的な人材育成の広域的展開を図る
・地域再エネ導入目標、ゾーニング等の合意形成、地域再エネ事業の実施・運営体制構築に係る事例をガイド等として
取りまとめ、他地域での展開を図る。

地域再エネ事業の実施に必要な専門人材を育成し、官民でノウハウを蓄積するための地域人材のネットワーク構築
や相互学習等を行います。

民間事業者、団体等

令和３年度～令和５年度

■補助対象

再エネの最大限導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業のうち、
３）地域再エネ事業の持続性向上のための地域人材育成（ネットワーク構築、相互学習等）

目指す人材像＝

コーディネーター
事業者 金融機関

コンサル

地域に根ざした再生可能エネルギー
事業の組成・運用支援

自治体

ネットワーク構築
相互学習をサポート

地元企業

メーカー

地権者

地域住民地域
中核人材

地域
中核人材

地域
中核人材

地域
中核人材

地域
中核人材

環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話： 03-5521-8235
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

環境で地方を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業費

事業イメージ

「第五次環境基本計画」（平成30年４月閣議決定）では、地域の活力を最大
限に発揮する「地域循環共生圏」の考え方を新たに提唱した。これを受け、地
域循環共生圏づくりプラットフォームを構築し、①～④の業務を行う。

①地域循環共生圏の創造に向けて取り組む地域・自治体の人材の発掘、地域の
核となるステークホルダーの組織化や、事業計画策定に向けた構想の具体化
などの環境整備を推進する。

②地域・自治体が、地域の総合的な取組となる事業計画を策定するにあたって、
必要な支援を行う専門家のチームを形成し派遣する。

③先行事例を詳細に分析・評価し、その結果を他の地域・自治体に対して
フィードバックすることにより、取組の充実を促す。

④都市部のライフスタイルシフト等に向けた戦略的な広報活動（シンポジウム
の開催、国内外への発信）等を実施することにより、取組の横展開を図る。

① 地域循環共生圏創造に向けた環境整備
② 地域循環共生圏創造支援チーム形成
③ 総合的分析による方策検討・指針の作成等
④ 戦略的な広報活動

地域循環共生圏の創造を強力に推進するため、地域循環共生圏づくりプラットフォームを構築します。

【令和２年度予算 500百万円（500百万円）】

環境省大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8328

地域循環共生圏

民間団体
地域循環共生圏づくり
プラットフォーム

地域
・

自治体

事業スキーム

環境省

NPO/NGO 等経営の専門団体 …

請負 支援

派遣指示登録
■共同実施先・請負先

共同実施／請負事業
地方公共団体／民間事業者・団体

令和元年度～令和５年度（予定）
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事例 岡山県真庭市 ～エネルギーと食による里地里山里海保全のモデルづくり～

① 背景・課題
真庭市は、これまで木質バイオマス発電、CLT（直交集成板）等の新産業、生ごみ由来の液肥の農業利用等、地域資源の循環利用に
取り組んできた。

地方創生への取組にも関わらず、人口減少と偏在化が進行しており、人口減少対策と地域活性化が課題となっていた。さらに、市域が広域
であることから、人やモノの連携や資源の相互活用がしづらいといった課題もあった。

② 取組の概要 ③ 取組の効果、今後の展開
 これまで個別に展開していた事業や商品を、一体的な取組として
発信することで、より強力な地域循環共生圏のメッセージとなる。

市外企業からの理解を高めて企業版ふるさと納税の増加に伴う市
税の収入の増加により、新たな投資も期待。

今後は、真庭バイオマス発電所や電力会社等と連携し、災害時に
も電力を供給できる地域マイクログリッドの導入を検討していく。

 さらに、市内に豊富に存在している広葉樹を有効活用していく方策
を森林組合や木材関連事業者と共に検討していく。

 2019年からは、これまでの地域での様々な取組や資源を有機的
に結び付け、真庭版地域循環共生圏の創造に取り組んでいる。

真庭版地域循環共生圏の創造に向け、真庭SDGs円卓会議や
民間の方も含めた意見交換会において、目指すビジョンについて意
見交換を行うとともに意識の共有を図った。

 さらに、事業を進めていくうえで核となる地元の企業や団体、金融機
関等のステークホルダーとの連携を図っている。

現在は、瀬戸内海の牡蠣殻を水田の土壌改良資材に活用して生
産したお米を真庭里海米としてブランド化し、農業の活性化と循
環型社会の構築を目指している。

真庭里海米は市内全小中学校の給食で使用し、地域の子どもた
ちが市内外の環境に関心を持ってもらえるよう学習教材にも活用。

▲目指す地域の姿
◀真庭里海米を使った給食
の様子
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事例紹介（北海道興部町、長崎県島原半島地域）

北海道興部町（令和元年度採択）

既存FIT電源の活用及び新規バイオマス
施設（再エネ電源）導入 による、域内エネ
ルギー・循環資源供給を目指す。

①地域エネルギー会社の設立

地域エネルギー・循環資源の供給
を行う企業体の設立

②公共施設・車両の脱炭素化

既存FIT電源を活用した電力の供
給（自治体版RE100）

③再エネ電源の開発

FIT電源以外の再エネ電源
（BGP等）の導入。

④循環資源の域内利用

消化液・敷料・水素・メタノー
ル・ギ酸等の域内供給

長崎県/島原半島地域（令和元年度採択）

家畜糞尿を利用した地域バイオガス
発電の導入による再エネ導入拡大と
畜産ふん尿の適正処理を目指す。

出典：令和元年度「地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業」に係る調査・検討委託事業 出典：令和元年度「地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業」に係る調査・検討委託事業
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事例紹介（栃木県宇都宮市、ローカルエナジー株式会社）

栃木県宇都宮市（R2年度採択）

地域の再エネ（太陽光・バイオマス発電）から供
給される電力をLRTに供給し、地域の低炭素化
の推進とともに利益を市域全体で享受できる仕組
みの構築を目指す。

ローカルエナジー株式会社（鳥取県米子市）
※採択事例ではないが望ましい姿として紹介

太陽光、バイオマス、廃棄物発電等の地域内の
再エネ電力のみならず熱供給まで含めたエネル
ギーの地産地消により、域内でお金が回る仕組
みを目指す。

出典：令和元年度「地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業」に係る調査・検討委託事業 資料：ローカルエナジー株式会社
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令和３年度の環境計画課の支援について

＜ゼロカーボンシティ再エネ強化支援パッケージ＞
2050年を見据えた地域再エネ導入目標の策定支援と併せて、地域主導の再エネ導入によって、地域の脱
炭素化の推進のみならず地域経済活性化や地域課題解決に資するなど、地域に裨益する形で再エネ事業
を実施する体制の構築を支援する。

○（新）ゼロカーボンシティ実現に向けた地域の気候変動対策基盤整備事業 【エネ特】
8億円

○（新）再エネの最大限導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな
地域社会実現支援事業 【エネ特】

30.3億円
○（新）地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等

導入推進事業 【エネ特】
92億円

＜地域循環共生圏づくりの支援＞
「地域循環共生圏」の創造による持続可能な地域づくりを通じて、環境で地方を元気にしていくとともに、持続
可能な社会の創造に向けて、引き続き地域循環共生圏づくりプラットフォームの構築を目指す。

○（継続）環境で地方を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業費 【一般会計】
5億円



ご静聴ありがとうございました。

紹介事業にご関心がありましたら、
お気軽にご連絡ください。

＜連絡先＞
環境省 大臣官房 環境計画課

03-5521-8233
SOKAN_CHIIKI@env.go.jp
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